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青年部会のあり方（指針）
（平成２２年９月１５日 第１２７回理事会決定）

［制定の趣旨］

青年部会は、法人会の活性化と充実に寄与する重要な存在であり、これまで全国的な

租税教育活動の推進や「全国青年の集い」を始めとする連携活動の強化等を積極的かつ

主体的に行い、大きな成果を挙げてきている。特に、青年部会活動の大きな柱と位置付

けた「租税教育活動」については、法人会の目的である「税知識の普及、納税意識の高

揚」との基本理念に立脚した意義ある活動であることから、全国全ての単位会での実施

を目指して、より一層の推進を図っているところである。

このような青年部会の発展段階や、さらには平成２０年１２月に施行された公益法人

制度改革に対応するため、今後青年部会が大きな責任感と主体性をもって法人会活動に

参画し、法人会のさらなる活性化と充実に寄与していくことを目的として、平成９年９

月に制定された「青年部会のあり方(指針)」を青年部会による自主的指針として新たに

制定し直すものとする。

Ⅰ．単位会における青年部会のあり方

１．役割と目的

青年部会は、会員企業の経営者及び法人会役員の後継者等の育成の場であるとと

もに、法人会活動推進の担い手として大きな役割を有している。

このため、青年部会の目的を「研修会、親睦交流等を通じて次代を担う経営者と

しての資質向上を図り、法人会の行う事業活動に積極的に参画し、法人会活動の充

実と活性化に寄与する」こととする。

２．事業活動

（１）法人会組織の充実及び各種事業活動に積極的に参画する。特に、法人会の主要

事業である税の啓発を中心とする活動や地域社会への貢献活動については、青年

部会の柔軟な発想と行動力を活かし、親会や女性部会とも密接に連携の上、その

企画・実施に当たって積極的役割を果たすこととする。

（２）公益目的事業の柱となる租税教育活動を主体的に推進する。租税教育活動は青

年部会が取り組むべき最重要課題であるという共通認識のもと、親会や女性部会

とも連携の上、その企画・実施を主体的に推進する。

（３）部会員の自己啓発を図るため、各種研修会を開催するとともに、経営上の諸問

題に関し、調査・研究を行う。

（４）各種行事・情報交換を通じ、部会員相互の親睦・交流を図る。
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３．部会員の資格

（１）部会員の資格は、次代を担う人材育成の見地から、法人会会員企業の若手経営

者及び幹部等とする。

なお、部会員の年齢制限については、親会役員の７５歳定年制を考慮し、併せ

て部会員の拡充等に資するため、原則として５０歳定年とする。

（２）女性の入会については、女性部会との関連を考慮の上、各会の実情に即して対

応する。

４．活動費用

青年部会の活動費用は、親会の事業費と部会員の拠出する会費で賄うものとする。

なお、部会員の参加意識の向上、事業のより一層の拡充を図る観点から、会費に

ついては相応の金額を徴収することが望ましい。

５．役員の任期

事業の継続性及び法人会活動への認識を深める観点から、役員の任期は原則とし

て２年とする。

６．県連・全法連の青年部会連絡協議会(青連協)との連携

青年部会の発展及びその事業活動の推進を図るため、県連・全法連青連協と連携

して次の事業を行う。

（１）青年部会の運営及び事業活動に関する情報交換及び研究

（２）合同研修会・行事等の企画・実施

７．部会員の増強と事業への参加率向上

部会員の増強と事業への参加率向上のため、内部組織として担当委員会等の整備

充実を図るとともに、長期的視野に立って、魅力ある事業の展開と地域における存

在感の向上に努めることとする。

８．親会役員等への就任による法人会運営への参画

法人会のより一層の充実に資するため、積極的に理事、委員会委員、支部役員に

就任し、法人会運営に参画する。

９．定款及び組織上の位置付け

青年部会は、親会の定款上の「部会規定」を設立根拠とし、組織上の位置付けと

しては、親会の委員会と同様に理事会に直属する。
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Ⅱ．県連・全法連青連協のあり方

１．目的及び事業

県連及び全法連の青連協においては、傘下単位会の青年部会の健全な発展に資す

るとともに、法人会活動の充実と活性化を図ることを目的として次の事業を行う。

（１）青年部会が実施する税を中心とした公益目的事業の推進・支援

（２）青年部会の運営に関する情報交換及び研究

（３）傘下単位会の青年部会の活動に対する指導・支援・情報提供

（４）合同研修会・行事・交流会等の企画・実施

２．活動費用

県連・全法連青連協の活動費用は、原則として、親会の事業費で賄うものとする。

３．資格・任期及び組織上の位置付け

県連・全法連青連協の構成メンバーの資格・任期及び組織上の位置付けについて

は 「単位会における青年部会のあり方」に準ずるものとする。、

４．親会役員等への就任による県連・全法連運営への参画

県連・全法連のより一層の充実に資するため、積極的に理事、委員等に就任し、

県連・全法連運営に参画する。

５．全法連青連協の役割

全法連青連協は、全国４４２単位会の青年部会の指導的役割を担うものとして、

特に次の事業を行う。

（１）全国の青年部会が実施する税を中心とした公益目的事業の推進・支援

（２ 「法人会全国青年の集い」の企画・実施）

（３ 「青年部会のあり方(指針)」の制定・改定）

（４）局連単位での青年部会の情報交換、合同行事・交流会等の実施促進

（５）その他、全法連青連協の目的達成のために必要な事項

Ⅲ．単位会・県連・全法連における青年部会への支援

１．基本姿勢

法人会の基本理念及び目的に則り、青年部会・青連協の健全な発展と育成を図る

とともに、その事業活動を積極的に支援し、もって法人会の充実と活性化の一助と

する。

２．担当役員の設置

前項の基本姿勢に則り、青年部会・青連協の意見を吸い上げて諸施策に反映させ

るために、担当役員を設ける。

３．役員等への登用

法人会のより一層の充実に資するため、青年部会・青連協メンバーを積極的に理

事、委員等に登用するとともに、青年部会・青連協卒業者についても、引き続き法

人会活動への参画を促す。


